
平 成 29 年
６月13日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
事
項
（
水
産
振
興
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
の
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
（
漁
港
漁
場
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建
築
指
導
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
則

山
口
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
安
委
規
程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

三

…
…
…
…
…

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
等
の
主
宰
者
の
指

名
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

同
意
を
求
め
る
た
め
、
次
の
一
の
と
お
り
事
前
届
出
が
あ
っ
た
。

当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
は
、
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

届
出
事
項

発

起

人

漁
船
損
害
等
補
償
法
第

百
十
三
条
第
一
項
の
申

出
を
す
る
漁
業
協
同
組

合

加
入
区

住

所

氏

名

萩
市
西
部
加

入
区

萩
市
三
見
三
四
四
三
の
一
一

中
村

元
次

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

〃

〃

三
三
一
五

飯
田

充

萩
市
東
部
加

入
区

〃

大
井
二
〇
〇
九

古
谷

良
治

〃

〃

〃

二
八
二
三
の
三

吉
村

和
人

阿
武
町
加
入

区

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
宇
田
一
四
二
一
の
六

金
子

節
男

〃

〃

〃

〃

一
三
四
七

村
木

泰
昌

田
万
川
町
加

入
区

萩
市
大
字
江
崎
九
六
六
の
二

塩
谷

則
夫

〃

〃

大
字
下
田
万
三
〇
五
八
の
一

土
井

幹
雄

二

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区

縦

覧

期

間

縦

覧

場

所

萩
市
西
部
加

入
区

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
七
日
ま
で

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

萩
市
東
部
加

入
区

〃

〃

阿
武
町
加
入

区

〃

〃

田
万
川
町
加

入
区

〃

〃

山
口
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
下
関
漁
港
特
定
漁
港
漁
場
整
備
工
事
（
第
一
工
区
）
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
経
営
の
規
模
及
び
状
況
を
要
件
と
す
る
資
格
（
以
下
「
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
」
と

い
う
。
）
並
び
に
当
該
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
に
つ
い
て
次
の

と
お
り
定
め
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

下
関
漁
港
特
定
漁
港
漁
場
整
備
工
事
（
第
一
工
区
）

㈠

工
事
場
所

下
関
市
彦
島
西
山
町
四
丁
目
地
先

㈡

工
事
の
概
要

一
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工

種

延

長

本
体
工
（
ケ
ー
ソ
ン
製
作
・
運
搬
）

十
一
函か

ん

二

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格

入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
共
同
企
業
体
（
二
者
で

構
成
す
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

㈠

共
同
企
業
体
の
構
成
員
の
い
ず
れ
も
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

⚑

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告

示
（
平
成
二
十
六
年
山
口
県
告
示
第
四
百
八
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
二
の
㈠
の
規
定

に
よ
り
格
付
さ
れ
た
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
が
土
木
一
式
工
事
の
Ａ
等

級
で
あ
る
こ
と
。

⚒

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
六
項
に
規

定
す
る
特
定
建
設
業
の
許
可
（
土
木
工
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

⚓

出
資
比
率
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。

㈡

共
同
企
業
体
の
代
表
者
の
平
成
二
十
九
年
六
月
十
二
日
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県

知
事
が
通
知
し
た
法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
総
合
評
定
値
の
う
ち
直
近
の
も

の
（
以
下
「
総
合
評
定
値
」
と
い
う
。
）
の
土
木
一
式
工
事
の
数
値
が
九
百
五
十
以
上
で
あ
る
こ

と
。

三

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査

㈠

共
同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
四
の
㈠
に
規
定
す
る
共

同
企
業
体
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い

う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⚑

共
同
企
業
体
協
定
書
の
写
し

⚒

総
合
評
定
値
通
知
書
の
写
し

⚓

特
定
建
設
業
の
許
可
通
知
書
の
写
し

⚔

委
任
状

㈡

申
請
書
等
の
提
出
方
法

申
請
書
等
は
、
共
同
企
業
体
の
代
表
者
が
持
参
し
て
提
出
す
る
も
の
と
し
、
郵
便
又
は
電
信
に

よ
る
も
の
は
、
受
け
付
け
な
い
。

㈢

申
請
書
等
の
提
出
場
所

山
口
県
下
関
水
産
振
興
局

下
関
市
大
和
町
一
丁
目
一
六
番
一
号

㈣

申
請
書
等
の
提
出
期
間
及
び
時
間

平
成
二
十
九
年
六
月
十
四
日
か
ら
同
年
七
月
四
日
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま

で
㈤

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
結
果
の
通
知
方
法

経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
適
合
通
知
書
又
は
経
営
規
模
等
入
札
参
加
資
格
非
適
合
通
知
書
を

平
成
二
十
九
年
七
月
十
八
日
ま
で
に
発
送
す
る
。

四

そ
の
他

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
下
関
水
産
振
興
局
（
電
話
〇
八
三－

二
六
六－

二
一

四
一
）
に
す
る
こ
と
。

公

告

（
一
七
六
）
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
の
完
了
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

熊
毛
郡
田
布
施
町
大
字
麻
郷
字
鶴
屋

二

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
平
生
村
四
三
三
番
地
の
二

株
式
会
社
旭
機
械
工
商

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

山
口
県
公
安
委
員
会

二
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山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

山
口
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
公
安
委
員
会
の
事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
山
口
県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
」
を
「
本
部
長
」
に
改

め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
事
務
の
委
任
）

第
二
条

公
安
委
員
会
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八

十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲

げ
る
事
務
を
山
口
県
警
察
本
部
長
（
以
下
「
本
部
長
」
と
い
う
。
）
に
委
任
す
る
。

一

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
禁
止
命
令
等
」
と
い

う
。
）

二

法
第
五
条
第
二
項
（
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
聴
聞

三

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
命
令
等
及
び
当
該
禁
止
命
令
等
に
係
る
意
見
の
聴
取

四

法
第
五
条
第
六
項
又
は
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知

五

法
第
五
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
延
長

六

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
等

⚒

公
安
委
員
会
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
警
察
署
長
に
委
任

す
る
。

一

法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
禁
止
命
令
等

二

法
第
五
条
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
前
号
に
掲
げ
る
禁
止
命
令
等
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

三

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
徴
収
等
（
第
一
号
に
掲
げ
る
禁
止
命
令
等
を
す
る
た

め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
五
号

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
元
年
山
口
県
公
安
委

員
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
四
十
四
の
表
か
ら
四
十
六
の
表
ま
で
を
削
り
、
四
十
七
の
表
を
四
十
四
の
表
と
し
、
四

十
八
の
表
か
ら
九
十
四
の
表
ま
で
を
三
表
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
二
中
十
八
の
表
を
削
り
、
十
九
の
表
を
十
八
の
表
と
し
、
二
十
の
表
か
ら
三
十
八
の
表
ま
で

を
一
表
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
六
号

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
等
の
主
宰
者
の

指
名
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

山
口
県
公
安
委
員
会

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
等
の
主
宰

者
の
指
名
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
規
程

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
公
安
委
員
会
が
行
う
聴
聞
等
の
主
宰
者
の

指
名
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
六
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
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三
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年
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月
十
三
日
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庁

平
成
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九
年
六
月
十
三
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


